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○

連
結
財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
に
規
定
す
る
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
企
業
会
計
の
基
準
を
指
定
す
る
件
（
平
成
二
十
一
年
金
融

庁
告
示
第
六
十
九
号
）

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、

改
正
前
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
項
を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
項
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

（
指
定
国
際
会
計
基
準
）

第
三
条

指
定
国
際
会
計
基
準
（
規
則
第
三
百
十
二
条
に
規
定
す
る
指
定
国
際

会
計
基
準
を
い
う
。
）
は
、
国
際
会
計
基
準
で
あ
っ
て
、
令
和
八
年
六
月
三

十
日
ま
で
に
国
際
会
計
基
準
審
議
会
の
名
に
お
い
て
公
表
が
行
わ
れ
た
別
表

二
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

（
指
定
国
際
会
計
基
準
）

第
三
条

指
定
国
際
会
計
基
準
（
規
則
第
三
百
十
二
条
に
規
定
す
る
指
定
国
際

会
計
基
準
を
い
う
。
）
は
、
国
際
会
計
基
準
で
あ
っ
て
、
令
和
七
年
十
二
月

三
十
一
日
ま
で
に
国
際
会
計
基
準
審
議
会
の
名
に
お
い
て
公
表
が
行
わ
れ
た

別
表
二
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

別
表
二
（

第
三

条
関
係
）
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別
表
二
（

第
三

条
関
係
）

 

号
 
数

 
表

題
 

［
同
左
］

 

国
際
財
務

報
告
基

準

（
Ｉ
Ｆ
Ｒ

Ｓ
）
第

14

号
 

規
制
繰
延

勘
定
（

R
e
g
u
l
a
t
o
r
y
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e
f
e
r
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a
l
 

A
c
c
o
u
n
t
s
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［
同
左
］

 

［
同
左
］

 
［
同
左
］

 

［
項
を
加

え
る
。

］
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［
略
］

 

［
略
］

 

［
同
左
］

 

［
同
左
］

 
備
考 
表
中
の
［ 

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。 

 
 

 


